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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３～６倍の希釈倍率でミルクで希釈して生じる飲料を飲用に供するための低カフェイン
コーヒー濃縮液であって、以下（ｉ）～（ｖ）を満たす低カフェインコーヒー濃縮液；
（ｉ）前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．１～８ｍｇ／１００ｇとなる濃
度のカフェイン（Ａ）を含み、
（ｉｉ）前記希釈して生じる飲料中の酢酸濃度が１～２５ｍｇ／１００ｇとなる濃度の酢
酸（Ｂ）を含み、
（ｉｉｉ）カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]が０．７～２５であ
り、
（ｉｖ）コーヒーフレーバーを含み、
（ｖ）ｐＨが５．０～７．０である。
【請求項２】
　コーヒー抽出物を含む、請求項１に記載の低カフェインコーヒー濃縮液であって、コー
ヒー固形分の濃度が５～１２重量％である、低カフェインコーヒー濃縮液。
【請求項３】
　３～６倍の希釈倍率でミルクで希釈して生じる飲料を飲用に供するための低カフェイン
コーヒー濃縮液の製造方法であって、
（ｉ）前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．１～８ｍｇ／１００ｇとなるよ
うな濃度でカフェイン（Ａ）を配合し、
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（ｉｉ）前記希釈して生じる飲料中の酢酸濃度が１～２５ｍｇ／１００ｇとなる濃度で酢
酸（Ｂ）を配合し、
（ｉｉｉ）カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]を０．７～２５に調
整し、
（ｉｖ）コーヒーフレーバーを配合し、
（ｖ）ｐＨを５．０～７．０に調整する
工程を含む、製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はコーヒー濃縮液に関し、特に、ミルクで希釈してカフェ・ラテを作るための低
カフェインコーヒー濃縮液に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カフェ・ラテは、エスプレッソ（ｅｓｐｒｅｓｓｏ）と牛乳とを混ぜたイタリア発祥の
飲み物である。近年、アメリカ式のカフェバーが浸透し、日本でもカフェ・ラテが嗜好飲
料として定着している。そして、お店のような贅沢な味わいのカフェ・ラテを家庭で手軽
に作ることができる、カフェ・ラテ用のコーヒー濃縮液が種々開発されている（たとえば
非特許文献１、２）。
【０００３】
　ところで、コーヒーに含まれるカフェインは、中枢神経系統や心臓を刺激したり、胃や
腸などの消化器官を刺激したりすることがあり、これらの刺激への感受性が強い人や健康
志向の高い人からは忌避される傾向がある。そこで、カフェインを低減又は除去したカフ
ェインレスコーヒーが開発され、市販されている。
【０００４】
　しかし、カフェインはコーヒーの主要な呈味成分の一つであり、これを低減又は除去し
てしまうとコーヒー特有のコクや苦味が薄れてしまい、風味が損なわれてしまうという問
題がある。そこで、カフェインレスコーヒーの風味を改善する方法が種々提案されている
。カフェインレスコーヒーの風味を改善する方法としては、たとえば、カフェインレスコ
ーヒーにテアニンを添加する方法（特許文献１）、カフェインレスコーヒーにイソ吉草酸
エチルを含有させる方法（特許文献２）、カフェインレスコーヒーに硫酸カリウム及び／
又は乳酸カリウムを含有させる方法（特許文献３）、脱カフェイン処理されているコーヒ
ー分に、バリン、ロイシン、イソロイシンなどの中性アミノ酸を添加する方法（特許文献
４）、低カフェインコーヒーにケルセチン配糖体を配合する方法（特許文献５）等が挙げ
られる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－１０５００３号公報
【特許文献２】再表２０１１－１０８６３１号公報
【特許文献３】特開２０１５－５０９５９号公報
【特許文献４】特開２００９－２５４３０７号公報
【特許文献５】特開２０１７－１４３８３１号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】サントリー食品インターナショナル、ニュースリリース、“「ボス ホ
ームエスプレッソ ラテミックス」新発売”、［online］、２０１６／２／１５、［２０
１９年６月２８日検索］、インターネット＜URL：https://www.suntory.co.jp/softdrink
/news/pr/article/SBF0395.html＞
【非特許文献２】日本コカ・コーラ、ニュースリリース、“「ジョージア ヨーロピアン 
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猿田彦珈琲監修のコーヒーベース」4月9日（月）から全国で発売 ”、［online］、２０
１８／４／２、［２０１９年６月２８日検索］、インターネット＜URL：https://www.coc
acola.co.jp/press-center/news-20180402-11＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　カフェ・ラテを作るためのコーヒー濃縮液は、ミルクで希釈して飲用に供されるもので
あるため、ミルクと混ぜても香味が希薄化されることなく、コーヒー特有の濃さ（コク）
や苦味が感じられることが重要である。特に、カフェイン含有量を低減したコーヒー濃縮
液は、呈味成分であるカフェインの含有量が少ないため、ミルクで希釈すると、コーヒー
本来の香味である深いコクや、後口に感じられるコーヒー独特の苦味（本明細書において
、後口の苦味とも表記する）が損なわれやすいという問題がある。
【０００８】
　本発明は、カフェイン含有量が低減されていながら、コーヒー本来の香味、特に深いコ
クと後口の苦味が損なわれていない、本格的なカフェ・ラテの香味を味わうことができる
飲料を調製するための、低カフェインコーヒー濃縮液を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、カフェイン含有量を低減したコーヒー濃縮液において、カフェイン含有
量と酢酸含有量とを特定の範囲に調整することにより、ミルクで希釈した場合でも、コー
ヒーの呈味が増強され、深いコクや後口の苦味といったコーヒー本来の香味が損なわれる
ことなく、本格的なカフェ・ラテの香味が奏されることを見出し、本発明を完成するに至
った。本発明は、これに限定されるものではないが、以下に関する。
［１］
　３～６倍の希釈倍率で希釈して生じる飲料を飲用に供するための低カフェインコーヒー
濃縮液であって、以下（ｉ）～（ｉｖ）を満たす低カフェインコーヒー濃縮液；
（ｉ）前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．１～１０ｍｇ／１００ｇとなる
濃度のカフェイン（Ａ）を含み、
（ｉｉ）前記希釈して生じる飲料中の酢酸濃度が１ｍｇ／１００ｇ以上となる濃度の酢酸
（Ｂ）を含み、
（ｉｉｉ）カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]が０．７～２５であ
り、
（ｉｖ）コーヒーフレーバーを含む。
［２］
　前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．５～６ｍｇ／１００ｇとなる濃度の
カフェイン（Ａ）を含む、［１］に記載の低カフェインコーヒー濃縮液。
［３］
　コーヒー抽出物を含む、［１］又は［２］に記載の低カフェインコーヒー濃縮液であっ
て、コーヒー固形分の濃度が５～１２重量％である、低カフェインコーヒー濃縮液。
［４］
　コーヒー固形分の濃度が６～１１重量％である、［３］に記載の低カフェインコーヒー
濃縮液。
［５］
　コーヒー抽出物及びコーヒー香料を含む、［３］又は［４］に記載の低カフェインコー
ヒー濃縮液。
［６］
　コーヒー固形分濃度に対するカフェイン濃度（カフェイン濃度／コーヒー固形分濃度）
が２×１０－３以下である、［３］～［５］のいずれかに記載の低カフェインコーヒー濃
縮液。
［７］
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　コーヒー固形分濃度に対するカフェイン濃度（カフェイン濃度／コーヒー固形分濃度）
が４×１０－４以下である、［６］に記載の低カフェインコーヒー濃縮液。
［８］
　ｐＨが５．０～７．０である、［１］～［７］のいずれかに記載の低カフェインコーヒ
ー濃縮液。
［９］
　ｐＨが５．３～６．０である、［８］に記載の低カフェインコーヒー濃縮液。
［１０］
　ミルクで希釈するための、［１］～［９］のいずれかに記載の低カフェインコーヒー濃
縮液。
［１１］
　３～６倍の希釈倍率で希釈して生じる飲料を飲用に供するための低カフェインコーヒー
濃縮液の製造方法であって、
（ｉ）前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．１～１０ｍｇ／１００ｇとなる
ような濃度でカフェイン（Ａ）を配合し、
（ｉｉ）前記希釈して生じる飲料中の酢酸濃度が１ｍｇ／１００ｇ以上となる濃度で酢酸
（Ｂ）を配合し、
（ｉｉｉ）カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]を０．７～２５に調
整し、
（ｉｖ）コーヒーフレーバーを配合する
工程を含む、製造方法。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のカフェイン含有量を低減したコーヒー濃縮液を用いることにより、カフェイン
が低減されているにもかかわらず本格的なカフェ・ラテの香味を味わうことができる飲料
を調製することができる。本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、ミルクと混ぜるだけ
で、カフェイン含有量を低減しつつ本格的な香味を有するカフェ・ラテを手軽に調製する
ことができ、利便性にも優れている。さらに、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、
カフェイン含有量と酢酸含有量とを特定の範囲に調整することで製造できるものであるた
め、特殊な設備を必要とせず、簡便かつ安価に提供することができるという点においても
有利である。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】図１は、実験４及び実験５の結果をまとめた図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　（コーヒー濃縮液及び低カフェインコーヒー濃縮液）
　本明細書において、「コーヒー濃縮液」とは、これを希釈して生じる飲料（以後、単に
希釈後飲料と表記することがある）を飲用に供するための、コーヒー風味を有する液体を
いう。ここで、コーヒー風味を有する液体とは、コーヒーを連想させる香気を有する液体
を意味し、具体的にはコーヒーフレーバーを含有する液体を意味する。コーヒーフレーバ
ーについては後述する。
【００１３】
　また、本明細書において、「低カフェインコーヒー濃縮液」とは、カフェインが低減又
は除去されたコーヒー濃縮液をいい、具体的には、希釈して飲用に供するためのコーヒー
風味を有する液体であって、希釈後飲料中のカフェイン濃度が０．１～１０ｍｇ／１００
ｇとなる濃度のカフェインを含むものをいう。
【００１４】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液を希釈するための希釈倍率は、飲用者の嗜好に合
わせて適宜設定してよいが、体積比に基づいて３～６倍とするのが好ましい。具体的には
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、たとえば体積比に基づいて３倍の希釈倍率とは、１体積の低カフェインコーヒー濃縮液
に対して２体積の希釈媒体を加えることをいう。本明細書において、希釈倍率は体積比に
基づくものとする。
【００１５】
　本発明は、低カフェインコーヒー濃縮液において、カフェイン含有量と酢酸含有量とを
特定の範囲に調整することにより、前記低カフェインコーヒー濃縮液を希釈して生じる飲
料においてもコーヒーの呈味が増強されるという発見に基づくものである。酢酸によるコ
ーヒー呈味の増強作用については後述するが、これは少量含まれるカフェインの呈味を強
化するものである。したがって、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、希釈後飲料中
のカフェイン濃度が少なくとも０．１ｍｇ／１００ｇとなるものであることが必要であり
、カフェインを低減する観点からは０．１～１０ｍｇ／１００ｇとなるものであることが
好ましい。本発明の効果をさらに大きく得る目的のためには、本発明の低カフェインコー
ヒー濃縮液は、希釈後飲料中のカフェイン濃度が０．３～８ｍｇ／１００ｇとなる濃度で
カフェインを含むことが好ましく、希釈後飲料中のカフェイン濃度が０．５～６ｍｇ／１
００ｇとなる濃度でカフェインを含むことがより好ましく、希釈後飲料中のカフェイン濃
度が０．８～３ｍｇ／１００ｇとなる濃度でカフェインを含むことが特に好ましい。また
、別の観点からは、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、これに含まれるコーヒー固
形分濃度に対するカフェイン濃度（カフェイン濃度／コーヒー固形分濃度）が２×１０－

３以下であることが好ましく、４×１０－４以下であることがさらに好ましい。コーヒー
固形分濃度については後述する。
【００１６】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液に含まれるカフェインの含有量は、上記希釈後飲
料中のカフェイン含有量に希釈倍率を乗ずることによって算出できる。たとえば、コーヒ
ー濃縮液の希釈倍率が４倍である場合、「希釈後飲料中のカフェイン濃度が０．１～１０
ｍｇ／１００ｇとなる濃度のカフェインを含む、コーヒー濃縮液」とは、０．４～４０ｍ
ｇ／１００ｇのカフェインを含むコーヒー濃縮液を意味する。このことに基づくと、３～
６倍の希釈倍率で希釈して生じる飲料を飲用に供するための、本発明の低カフェインコー
ヒー濃縮液は、０．３～６０ｍｇ／１００ｇのカフェインを含むことが好ましく、０．９
～４８ｍｇ／１００ｇのカフェインを含むことが好ましく、１．５～３６ｍｇ／１００ｇ
のカフェインを含むことがより好ましく、２．４～１８ｍｇ／１００ｇのカフェインを含
むことがさらに好ましい。
【００１７】
　コーヒー濃縮液中のカフェイン含有量や、希釈後飲料中のカフェイン含有量は、公知の
高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いた方法等によって測定することができる
。
【００１８】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液において、カフェイン含有量を所望の量に調整す
る方法は特に制限されない。コーヒー濃縮液中のカフェイン含有量を低減する目的のため
には、カフェインが除去又は低減されたコーヒー豆を原料として得られるコーヒー抽出液
を用いてもよいし、コーヒー抽出液からカフェインを除去又は低減してもよい。カフェイ
ンを除去又は低減する方法としては、たとえば、精製後のコーヒー生豆からカフェインを
除去する方法や、育種技術及び遺伝子組換え技術などによりカフェインを除去したコーヒ
ー豆を用いる方法、コーヒー生豆を有機溶剤、水、超臨界流体化した二酸化炭素などの溶
媒に浸してカフェインを選択的に除去する方法、活性炭及びイオン交換樹脂などによりコ
ーヒー抽出液からカフェインを吸着除去する方法などが挙げられる。これらのカフェイン
除去法又はカフェイン低減法は単独で使用してもよいし、組み合わせて使用してもよい。
【００１９】
　一方で、低カフェインコーヒー濃縮液中のカフェイン含有量を所望の量に調整するため
に、カフェイン含有量を増加させることもでき、そのような場合には、飲食品上許容され
るカフェイン製剤を添加することができる。
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【００２０】
　（酢酸）
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、カフェイン含有量と酢酸含有量とを特定の範
囲に調整することにより、前記低カフェインコーヒー濃縮液を希釈して生じる飲料におい
てもコーヒー呈味が増強され、カフェインが低減されていないコーヒー濃縮液を希釈して
生じる飲料の香味と同等もしくはそれ以上の深いコクや後口の苦味を有することを特徴と
する。酸味成分の中でも、特異的に酢酸がカフェインの呈味増強作用を有する。
【００２１】
　本発明のコーヒー濃縮液における酢酸の含有量は、希釈後飲料中の酢酸濃度が１ｍｇ／
１００ｇ以上、好ましくは２ｍｇ／１００ｇ以上、より好ましくは３ｍｇ／１００ｇ以上
、さらに好ましくは６ｍｇ／１００ｇ以上の濃度となるように調整する。
【００２２】
　酢酸は、揮発性酸であり、刺激的な酸臭が香味に悪影響を及ぼすことが知られており、
カフェインが低減処理されていない飲料においては、風味向上を目的としてコーヒー豆か
ら酢酸を低減する処理を行うことが提案されている（例えば、特開２０１１－９７８３２
号公報、特再公表２００５－１１３９６号）。本発明では、カフェインが低減処理された
低カフェインコーヒーの濃縮液に、酢酸を所定量含有させるものである。酢酸の含有量が
少な過ぎると、目的とするカフェイン呈味の増強作用が得られないことがある。
【００２３】
　カフェインの呈味増強作用は、酢酸の濃度に依存して大きくなる。しかし、希釈後飲料
中の酢酸の濃度が２５ｍｇ／１００ｇより多いと、呈味増強効果は頭打ちとなるばかりで
なく、酢酸の臭味が所望の効果を阻害することがある。これより、本発明のコーヒー濃縮
液における酢酸の含有量の上限値は、希釈後の飲料に対して２５ｍｇ／１００ｇ以下とな
る濃度で含むことが好ましく、２０ｍｇ／１００ｇ以下となる濃度で含むことがより好ま
しく、１８ｍｇ／１００ｇ以下となる濃度で含むことがより好ましい。
【００２４】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液に含まれる酢酸の含有量は、カフェインの含有量
と同様に、希釈後飲料中の酢酸含有量に希釈倍率を乗ずることによって算出できる。たと
えば、「希釈後飲料中の酢酸濃度が１ｍｇ／１００ｇ以上となる濃度の酢酸を含む、コー
ヒー濃縮液」とは、コーヒー濃縮液の希釈倍率が４倍である場合、４ｍｇ／１００ｇ以上
の濃度の酢酸を含むコーヒー濃縮液を意味する。このことに基づくと、３～６倍の希釈倍
率で希釈して生じる飲料を飲用に供するための、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は
、３ｍｇ／１００ｇ以上の酢酸を含むことが好ましく、６ｍｇ／１００ｇ以上の酢酸を含
むことが好ましく、９ｍｇ／１００ｇ以上の酢酸を含むことがより好ましく、１８ｍｇ／
１００ｇ以上の酢酸を含むことがさらに好ましい。また、３～６倍の希釈倍率で希釈して
生じる飲料を飲用に供するための、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、１５０ｍｇ
／１００ｇ以下の酢酸を含むことが好ましく、１２０ｍｇ／１００ｇ以下の酢酸を含むこ
とが好ましく、１０８ｍｇ／１００ｇ以下の酢酸を含むことがより好ましい。
【００２５】
　コーヒー濃縮液中の酢酸含有量や、希釈後飲料中の酢酸含有量は、一般的な有機酸の分
析方法である高速液体クロマトグラフィー（ＨＰＬＣ）を用いた方法等によって測定する
ことができる。
【００２６】
　所望の効果を得るためには、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液においては、カフェ
イン（Ａ）と酢酸（Ｂ）との濃度比［（Ｂ）／（Ａ）］も重要である。具体的には、［（
Ｂ）／（Ａ）］が０．７～２５であり、好ましくは１～２０、より好ましくは３～１５、
特に好ましくは５～１５である。特に、希釈後飲料中のカフェイン濃度が０．５～６ｍｇ
／１００ｇとなる濃度でカフェインを含む低カフェインコーヒー濃縮液において、［（Ｂ
）／（Ａ）］を０．７～２５、１～２０、３～１５、または５～１５に調整することが好
ましい。
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【００２７】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液に用いる酢酸としては、飲食品に添加可能な酢酸
であればいずれの酢酸であってもよく、酢酸の塩であってもよい。また、酢酸成分を含む
天然物からの粗抽出物、抽出物又は精製品をコーヒー濃縮液へ配合してもよい。
【００２８】
　（コーヒーフレーバー）
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、コーヒーフレーバーを含む。本発明に用いる
コーヒーフレーバーとしては、飲料に添加可能な食品添加物としてのコーヒー香料の他、
コーヒーの香気成分を含む焙煎コーヒー豆の抽出物（本明細書中、「コーヒー抽出液」と
も表記する）も含まれる。コーヒーフレーバーにおいてコーヒー香料及びコーヒー抽出液
を含む低カフェインコーヒー濃縮液は、本発明の好適な態様の一例である。
【００２９】
　本発明者らは、所定量の酢酸によって、コーヒーの深いコクや後口の苦味とともに、ナ
ッツ様の香気が増強できることを見出している。したがって、本発明の低カフェインコー
ヒー濃縮液中のコーヒーフレーバーがコーヒー香料を含む場合、コーヒー香料には、ナッ
ツ様の香気成分が含まれることが好ましい。ナッツ様の香気成分としては、２－エチル－
３，５－ジメチルピラジン、２，３－ジエチル－５－メチルピラジン、２，３，５－トリ
メチルピラジンなどのピラジン類が例示できる。特に、２，３，５－トリメチルピラジン
はローストナッツ様の香気を有し、本発明の効果を顕著に知覚できることから好適である
 。
【００３０】
　本発明に用いるコーヒー香料としては、特に制限されず、市販のものを適宜自由に使用
することができる。当業者は、コーヒーに関する用語として、焙煎・粉砕したコーヒーの
香りをフレグランス、抽出したコーヒー液の香りをアロマ、コーヒー液を口に含んだとき
の香りをフレーバーと使い分けている場合もあるが、本明細書においてコーヒー香料とは
、コーヒーフレグランス及びコーヒーアロマの香りの香料も含むものとする。
【００３１】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液中にコーヒー香料を配合する場合、コーヒー香料
の配合量は、使用する香料の力価やコーヒー濃縮液の希釈倍率等を考慮して、適宜設定す
ることができるが、通常、コーヒー濃縮液に対して、０．０１～５．０重量％程度、好ま
しくは０．０３～４．０重量程度、より好ましくは０．０５～３．０重量％程度、さらに
好ましくは０．１～１．５重量％程度である。
【００３２】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液中のコーヒーフレーバーは、コーヒー抽出液を含
むものであってもよい。本明細書でいうコーヒー抽出液とは、焙煎、粉砕されたコーヒー
豆を水や温水などを用いて抽出した溶液をいい、コーヒー抽出液を濃縮したコーヒーエキ
ス、コーヒー抽出液を乾燥した固形状の乾燥物を水や温水などで適量に調整した溶液も含
まれる。
【００３３】
　コーヒー抽出液に用いられるコーヒー豆の種類は、特に限定されないが、例えばブルー
マウンテン、ハイマウンテン、ジャマイカ、クリスタルマウンテン、グァテマラアンテイ
グア、コロンビアスプレモ、モカハラー、モカマタリ、キリマンジャロ、トラジャ、カロ
シ、ガヨマウンテン、マンデリン、ブラジル、ハワイコナ等が挙げられる。コーヒー豆種
としては、アラビカ種、ロブスタ種などがある。コーヒー豆は１種でもよいし、複数種を
ブレンドして用いてもよい。
【００３４】
　これらの生豆をコーヒーロースターにより焙煎したものをコーヒー抽出液の原料とする
ことができる。例えば、コーヒー生豆を回転ドラムの内部に投入し、この回転ドラムを回
転攪拌しながら、下方からガスバーナー等で加熱することで焙煎できる。かかるコーヒー
豆の焙煎の程度は、Ｌ値として１４～３０程度の焙煎である。本発明の低カフェインコー



(8) JP 6706372 B1 2020.6.3

10

20

30

40

50

ヒー濃縮液は、カフェ・ラテの調製に用いられるものであることから、エスプレッソをイ
メージする味わいとすることが好ましい。コーヒー豆は深く煎るほど苦味・コクが強くな
ることから、エスプレッソには、通常、深煎りの焙煎豆（Ｌ値として１４～２２程度、好
ましくは１５～２０程度）が用いられる。本発明の低カフェインコーヒー濃縮液に用いる
コーヒー抽出液の原料となる焙煎コーヒー豆としても、深煎りの焙煎豆を用いることが好
ましい。ここで、Ｌ値とはコーヒーの焙煎の程度を表す指標で、コーヒー焙煎豆の粉砕物
の明度を色差計で測定した値である（黒を０、白を１００で表す）。
【００３５】
　焙煎コーヒー豆からのコーヒー抽出液の抽出方法についても何ら制限はなく、例えば焙
煎コーヒー豆を粗挽き、中挽き、細挽きなどに粉砕した粉砕物から水や温水（０～２００
℃）を用いて１０秒～３０分間抽出する方法が挙げられる。抽出方法は、ドリップ式、サ
イフォン式、ボイリング式、ジェット式、連続カラム式等の公知の方法を適宜選択するこ
とができるなどがある。カラム式の場合には、例えば、カラム型抽出機内にコーヒー豆を
収容し、抽出機内に水や温水を供給すればよい。この場合、多段階抽出することもできる
。ここで、多段階抽出とは、複数の独立した抽出塔を配管で直列につないだ装置を用いた
抽出方法をいう。多段階抽出を用いると、濃縮工程を経ずに、濃縮液と同等の高いコーヒ
ー固形分濃度を有する抽出液が得られるので、香味の観点から好適な抽出方法である。
【００３６】
　上記コーヒーフレーバーを含む液体を、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液のベース
となるコーヒー濃縮液（以後、コーヒー濃縮液ベースとも表記する）として用い、コーヒ
ー濃縮液ベース中のカフェイン濃度、酢酸濃度、カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比
［（Ｂ）／（Ａ）］を所定の範囲に調整して、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液とす
ることもできる。
【００３７】
　たとえば、上記コーヒー抽出液をそのままコーヒー濃縮液ベースとして用い、コーヒー
濃縮液ベース中のカフェイン濃度、酢酸濃度、カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比［
（Ｂ）／（Ａ）］を所定の範囲に調整して、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液を調製
してもよい。
【００３８】
　また、上記コーヒー抽出液をそのままコーヒー濃縮液ベースとして用い、コーヒー濃縮
液ベース中のカフェイン濃度、酢酸濃度、カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比［（Ｂ
）／（Ａ）］を所定の範囲に調整して、さらに必要に応じてコーヒー香料を添加して、本
発明の低カフェインコーヒー濃縮液を調製してもよい。
【００３９】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液がコーヒー抽出液を含む場合、コーヒー抽出液中
のコーヒー固形分濃度は、５～１２重量％とすることが好ましい。そして、本発明の低カ
フェインコーヒー濃縮液がコーヒー抽出液を含む場合、コーヒー抽出液は、低カフェイン
コーヒー濃縮液中のコーヒー固形分濃度が５～１２重量％となるように、低カフェインコ
ーヒー濃縮液中に含まれることが好ましい。５～１２重量％のコーヒー固形分濃度を有す
るコーヒー抽出液をそのままコーヒー濃縮液ベースとして用いて、あるいは適宜希釈して
用いて、５～１２重量％のコーヒー固形分濃度を有する低カフェインコーヒー濃縮液とす
ることもできる。
【００４０】
　ここで、本明細書において、コーヒー固形分とは、たとえば上記コーヒー抽出液におけ
るコーヒー固形分の場合、コーヒー抽出液における可溶性固形分量を、２０℃における糖
用屈折計示度（Ｂｒｉｘ）より求めた重量（ｇ）をいう。具体的には、糖用屈折計（アタ
ゴＲＸ－５０００等）を用いて、コーヒー抽出液の糖用屈折計示度（Ｂｒｉｘ）を測定し
、これに、測定に使用したコーヒー抽出液量（ｇ）を乗ずることによって、コーヒー固形
分の重量（ｇ）を算出する。また、本明細書におけるコーヒー固形分濃度とは、上記で求
められたコーヒー固形分の重量（ｇ）に基づく濃度（重量％）をいう。具体的には、コー
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ヒー抽出液の重量に対する、上記で求められたコーヒー固形分の重量の百分率を算出する
ことにより、コーヒー抽出液におけるコーヒー固形分濃度（重量％）を求めることができ
る。同様にして、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液におけるコーヒー固形分濃度を求
めることができる。なお、上記Ｂｒｉｘ値を、本発明のコーヒー抽出液又は濃縮液におけ
るコーヒー固形分濃度としてもよい。
【００４１】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液におけるコーヒー固形分の濃度が５重量％以上（
好ましくは６重量％以上）であると、ミルクを用いて、たとえば３～６倍の希釈倍率で使
用した場合にも、コーヒー本来の味わいが感じられやすく、上記所定量の酢酸を含有させ
た場合に、より一層コーヒー本来の深いコクや苦味を増強することができる。また、香味
の観点から、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液におけるコーヒー固形分の濃度の上限
は１２重量％であることが好ましく、１１重量％であることがより好ましく、１０重量％
であることが特に好ましい。
【００４２】
　（その他成分）
　本発明の効果の顕著さから、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液のｐＨは、５．０～
７．０であることが好ましく、５．０～６．０であることがより好ましく、５．３～６．
０であることがさらに好ましい。ｐＨ調整には、炭酸水素ナトリウム、水酸化ナトリウム
などの一般的なｐＨ調整剤を用いることができる。
【００４３】
　上記成分の他、本発明の効果を損なわない限りで、甘味料（ショ糖、異性化糖、ブドウ
糖、果糖、乳糖、麦芽糖、アスパルテーム、アセスルファムＫ、スクラロース、ステビア
など）、酸化防止剤（Ｌ－アスコルビン酸ナトリウムなど）、乳化剤（ショ糖脂肪酸エス
テル、ソルビタン酸エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステルなど）、酸味料、香料等を
適宜配合することができる。
【００４４】
　（希釈媒体）
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液を希釈するための希釈媒体としては、飲食品上許
容できる液体であればいずれを用いてもよいが、ミルクを用いることが好ましい。
【００４５】
　本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、カフェイン含有量と酢酸含有量を所定範囲内
に調整することにより、希釈媒体で希釈して生じる飲料においてもコーヒー呈味が増強さ
れ、カフェインが低減されていないコーヒー濃縮液を希釈して生じる飲料の香味と同等も
しくはそれ以上の深いコクや後口の苦味をもたらすことを特徴とする。そのため、本発明
の低カフェインコーヒー濃縮液は、たっぷりのミルクで混ぜた場合にも、ミルクに負けな
いコーヒーの豊かなコクとしっかりとした苦味（特に、後口の苦味）を感じる飲料を調製
することができる。このように、本発明の低カフェインコーヒー濃縮液は、ミルクで希釈
するための濃縮液として好適に使用される。ここで、本明細書でいうミルクとは、そのま
まではコーヒーの香味を希薄化させる、タンパク質や脂肪が微細なコロイド粒子となって
存在する白色の液体をいい、牛乳などの動物性ミルクの他、豆乳やアーモンドミルク、ラ
イスミルク、ココナッツミルクなどの植物性ミルクが含まれるものとする。
【００４６】
　（低カフェインコーヒー濃縮液の製造方法）
　本発明は、別の観点からは、カフェイン含有量が低減されていながら、コーヒー本来の
香味、特に深いコクと後口の苦味が損なわれていない、本格的なカフェ・ラテの香味を味
わうことができる飲料を調製するための、低カフェインコーヒー濃縮液を製造する方法に
も関する。
【００４７】
　具体的には、本発明は、３～６倍の希釈倍率で希釈して生じる飲料を飲用に供するため
の低カフェインコーヒー濃縮液の製造方法であって、
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（ｉ）前記希釈して生じる飲料中のカフェイン濃度が０．１～１０ｍｇ／１００ｇとなる
ような濃度でカフェイン（Ａ）を配合し、
（ｉｉ）前記希釈して生じる飲料中の酢酸濃度が１ｍｇ／１００ｇ以上となる濃度で酢酸
（Ｂ）を配合し、
（ｉｉｉ）カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]を０．７～２５に調
整し、
（ｉｖ）コーヒーフレーバーを配合する
工程を含む、製造方法に関する。
【実施例】
【００４８】
　以下、実験例を示して本発明の詳細を具体的に説明するが、本発明はこれに限定される
ものではない。また、本明細書において、特に記載しない限り、数値範囲はその端点を含
むものとして記載される。
【００４９】
　本実施例中、飲料中の各成分量は以下の方法により測定した。
　＜カフェイン濃度の測定＞
　カフェイン濃度は、各サンプルを移動相Ａで１０倍希釈（w/w）した後、メンブランフ
ィルター（ＡＤＶＡＮＴＥＣ製 Cellulose Acetate ０．４５μｍ）で濾過し、ＨＰＬＣ
に注入して定量した。ＨＰＬＣの測定条件は以下の通りである。
・カラム：ＴＳＫ-gel ＯＤＳ-80ＴｓＱＡ（4.6mmφx150ｍｍ、東ソー株式会社）
・移動相：A：水：トリフルオロ酢酸＝1000：0.5
　　　　　B：アセトニトリル：トリフルオロ酢酸＝1000：0.5
・流速：1.0ml/min
・カラム温度：40℃
・グラディエント条件；分析開始から5分後まではＡ液100％保持、
　　　　　　　　　　　5分から10分まででＢ液7.5％、
　　　　　　　　　　　10分から20分まででＢ液10.5％、
　　　　　　　　　　　20分から32分までＢ液10.5％保持、
　　　　　　　　　　　32分から45分まででＢ液26.3％、
　　　　　　　　　　　45分から46分まででＢ液75.0%、
　　　　　　　　　　　46分から51分までＢ液75.0％保持、
　　　　　　　　　　　51分から52分まででＢ液0％、
　　　　　　　　　　　52分から58分までＢ液0％保持。
・注入量：5.0μl
・検出波長：280nm
・リテンションタイム：19.3分
・標準物質：カフェイン（無水）（ナカライテスク株式会社）
　＜酢酸濃度の測定＞
　各サンプル飲料と０．５％過塩素酸を混合し、イオン交換水にてメスアップして希釈後
、メンブランフィルター（ＡＤＶＡＮＴＥＣ製 Cellulose Acetate ０．４５μｍ）で濾
過し、ＨＰＬＣに注入して定量した。ＨＰＬＣの測定条件は以下の通りである。
・機種：LC-20AD（株式会社島津製作所）
・検出器：電気伝導度計 CDD-10AVP（株式会社島津製作所）
・カラム：Shim-pack SCR-102H×2  φ8mm×300mm日立化成工業株式会社）
・移動相：5mmol/Lp-トルエンスルホン酸水溶液
・反応液：p-トルエンスルホン酸を水で希釈してp-トルエンスルホン酸濃度を5mmol/lと
した水溶液であって、20mmol/lのBis-Tris及び0.1mmol/lのEDTAを含む水溶液
・流量：移動相0.8ml/min、反応液0.8ml/min
・カラム温度：45℃
・注入量：10μl
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　［実験１］
　低カフェインコーヒー濃縮液を牛乳で希釈して生じる飲料において、酢酸濃度とコク、
苦味及び香りの強さの関係を調べた。
【００５０】
　まず、低カフェインコーヒー濃縮液サンプルを調製した。イオン交換水に、カフェイン
抽出物（白鳥製薬社製）とピラジン類を含む市販のコーヒー香料とを、低カフェインコー
ヒー濃縮液中の最終濃度が表１の「濃縮液」の行に示す濃度となるように配合し、さらに
、種々の量の粉末酢酸（日本合成化学社製）を添加して、表１の「濃縮液」の行に示す種
々の酢酸濃度を有する低カフェインコーヒー濃縮液を調製した。ｐＨが５．０を下回る場
合は、炭酸水素ナトリウムを用いてｐＨ５．０～５．５となるように調整した。この酢酸
濃度の異なる低カフェインコーヒー濃縮液を、牛乳で５倍に希釈（コーヒー風味液：牛乳
＝１：４）し、カフェイン濃度：２ｍｇ／１００ｇ、コーヒー固形分濃度：０％カフェ・
ラテ風飲料を得た。
【００５１】
　このカフェ・ラテ風飲料について、トレーニングされた専門パネル５名により官能評価
を実施した。評価は、酢酸無添加の試料（試料１－１）を対照として、カフェ・ラテ、す
なわちエスプレッソと牛乳を混ぜた飲料の味わいに近づいたか否かを評価した。具体的に
は、コーヒーのコク（コーヒーの濃さがしっかりと感じられること）、苦味（コーヒーの
苦味がしっかりと感じられること）、香り（コーヒーの香りがしっかりと感じられること
）について各パネルが個別に評価し、５名のパネル全員が対照と比べてカフェ・ラテに似
た風味であると評価した場合を○、３～４名のパネルが対照と比べてカフェ・ラテに似た
風味であると評価した場合を△、２名以下のパネルが対照と比べてカフェ・ラテに似た風
味であると評価した場合（パネル全員が対照と変わらないと評価した場合を含む）を×と
した。
【００５２】
　結果を表１に示す。５倍希釈という多量の牛乳で希釈して生じたカフェ・ラテ風味飲料
中に、酢酸が１ｍｇ／１００ｇ以上の濃度で含まれる場合に、牛乳独特のまろやかさのあ
るとろっとした口あたりに加えて、コーヒーの呈味（コク、苦味）と香り（特にナッツ様
の香気）が酢酸の濃度に依存して増強され、カフェ・ラテに似た風味となった。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
　［実験２］
　コーヒー濃縮液を牛乳で希釈した場合におけるカフェイン濃度と酢酸濃度との関係を調
べた。
【００５５】
　表２－１～２－４の「濃縮液」の行に示す濃度となるようにカフェインを処方する以外
は、実験１と同様にしてコーヒー濃縮液を調製した。これらのコーヒー濃縮液を牛乳で５
倍に希釈し、カフェイン濃度ごとに酢酸無添加の試料（試料２－１、２－４、２－７、２
－１０、２－１３、２－１６、２－１９、２－２２）を対照として、実験１と同様に官能
評価を実施した。
【００５６】
　結果を表２に示す。希釈により生じた飲料中のカフェイン濃度が０．１ｍｇ／１００ｇ
未満の場合（試料２－２、２－３、２－５、２－６）、酢酸によるコーヒーの呈味や香り
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の増強作用は確認できなかった。一方、希釈により生じた飲料中のカフェイン濃度が１０
ｍｇ／１００ｇを超える濃度でカフェインが含まれている場合（試料２－２０、２－２１
）、酢酸を添加しなくても十分なコーヒー風味を有するため、酢酸によるコーヒーの呈味
や香りの増強作用が確認できなかった。これより、本願発明の効果を奏するには、希釈後
の飲料に対して０．１～１０ｍｇ／１００ｇとなる濃度のカフェインが必要であることが
判明した。
【００５７】
【表２－１】

【００５８】
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【表２－２】

【００５９】
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【表２－３】

【００６０】
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【表２－４】

【００６１】
　［実験３］
　酢酸のカフェイン呈味増強作用に対するｐＨの影響を調べた。実験１の試料１－５（ｐ
Ｈ５．５）に、リン酸及び炭酸水素ナトリウムを適宜添加し、ｐＨ４．０～７．５の低カ
フェインコーヒー濃縮液とした。それぞれのｐＨにおいて酢酸無添加の対照品を調製し、
低カフェインコーヒー濃縮液と対照品について、実験１と同様に牛乳で５倍に希釈して官
能評価を行った。
【００６２】
　低カフェインコーヒー濃縮液のｐＨが５．０を下回る場合、低カフェインコーヒー濃縮
液を牛乳と混ぜた場合に凝集沈殿を発生した。凝集により、コーヒーの味や香りが知覚し
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にくくなったのか、酢酸を添加してもカフェイン呈味増強効果を顕著に感じることができ
なかった。一方、低カフェインコーヒー濃縮液のｐＨが７．０を超える場合、飲料全体の
味がぼやけており、コーヒーの味もミルクの味も知覚しにくく、酢酸を加えた場合でも、
パネルのうちの数名は、コーヒー感が向上していると答えたが、低カフェインコーヒー濃
縮液のｐＨが５．０～６．０であるもの、またはｐＨが５．３～６．０であるものにおけ
るような顕著な効果はないと答えた。
【００６３】
　［実験４］
　コーヒー抽出液及びコーヒー香料を配合して調製した低カフェインコーヒー濃縮液を牛
乳で希釈した場合における、酢酸濃度とコク、苦味及び香りの強さとの関係を調べた。
【００６４】
　まず、低カフェインのコーヒー抽出液を調製した。具体的には、超臨界二酸化炭素抽出
法でカフェインが低減された市販の焙煎コーヒー豆（Ｌ値≒１８）を用い、再表２００５
／０１１３９６の実施例３に記載の方法と同じ水蒸気処理を行って、低カフェインの水蒸
気処理コーヒー焙煎豆を得た。この焙煎豆を中挽きに粉砕して多段階のカラム式抽出装置
に詰め、熱水を加えて多段階抽出を行い、抽出液のＢｒｉｘ（すなわち抽出液におけるコ
ーヒー固形分濃度）が１２％のコーヒー抽出液を得た。このコーヒー抽出液を水で希釈し
てコーヒー固形分濃度が５％のコーヒー抽出液とした。これらコーヒー固形分濃度が５％
のコーヒー抽出液をコーヒー濃縮液ベースとして使用し、コーヒー固形分濃度が５％の低
カフェインコーヒー濃縮液を調製した。
【００６５】
　具体的には、このコーヒー固形分濃度が５％のコーヒー抽出液と、実験１で用いた酢酸
と、ピラジン類を含むコーヒー香料（実験１と異なる香料）とを、表３－１に示す処方で
配合し、炭酸水素ナトリウムを用いてｐＨが５．３～ｐＨ６．０となるように調整して、
表３－１の『濃縮液』の行に示す各成分の含有量を有する低カフェインコーヒー濃縮液（
試料４－１～４－７）を調製した。また、対照として、イオン交換水に、カフェイン９ｍ
ｇ／１００ｇと上記コーヒー香料０．３ｇ／１００ｇを添加して、コーヒー抽出液を含ま
ず、カフェイン濃度及びコーヒー香料濃度が同じ低カフェイン対照コーヒー濃縮液を調製
した。このようにして調製した酢酸濃度の異なる低カフェインコーヒー濃縮液及び低カフ
ェイン対照コーヒー濃縮液を、牛乳で４倍に希釈（コーヒー濃縮液：牛乳＝１：３）し、
カフェ・ラテ風飲料を得た。
【００６６】
　また、コーヒー固形分濃度が５％のコーヒー抽出液に実験１で用いたカフェイン２０ｍ
ｇ／１００ｇを添加し、上記コーヒー香料を添加して、表３－２の『濃縮液』の行に示す
各成分の含有量を有する高カフェインコーヒー濃縮液（試料４－８～４－１０）を調製し
た。また、対照として、コーヒー抽出液を含まず、カフェイン濃度及びコーヒー香料濃度
が同じ高カフェイン対照コーヒー濃縮液を調製した。このようにして調製した酢酸濃度の
異なる高カフェインコーヒー濃縮液及び高カフェイン対照コーヒー濃縮液を、牛乳で４倍
に希釈（コーヒー濃縮液：牛乳＝１：３）し、カフェ・ラテ風飲料を得た。
【００６７】
　これらのカフェ・ラテ風飲料について、カフェイン濃度及びコーヒー香料濃度が同じ対
照飲料と比べた官能評価を、実験１と同様にして実施した。
　結果を表３－１及び表３－２に示す。希釈により生じた飲料中のカフェイン濃度が１～
１０ｍｇ／１００ｇの範囲内（２．３ｍｇ／１００ｍｇ）となる低濃度のカフェインを含
む低カフェインコーヒー濃縮液では、希釈により生じた飲料中の酢酸（Ｂ）の濃度が１ｍ
ｇ／１００ｇ以上となる濃度の酢酸（Ｂ）を含み、かつカフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の
濃度比[（Ｂ）／（Ａ）]が０．７～１１となるように調整することにより、コーヒーの濃
さや苦味がしっかりと感じられ、エスプレッソのような芳醇なコーヒーを想起できるカフ
ェ・ラテとなった。表２の結果と合わせると、カフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[
（Ｂ）／（Ａ）]は、０．７～２５の範囲とすることが好ましいことが示された。
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【００６８】
【表３－１】

【００６９】
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【表３－２】

【００７０】
　［実験５］
　実験４で調製したコーヒー固形分濃度が１２％のコーヒー抽出液を用い、これに適量の
水を混合してコーヒー固形分濃度が２％、９％、１２％のコーヒー抽出液とした。これら
コーヒー固形分濃度が２％、９％、１２％のコーヒー抽出液をコーヒー濃縮液ベースとし
て使用し、コーヒー固形分濃度が２％、９％、１２％の低カフェインコーヒー濃縮液をそ
れぞれ調製した。具体的には、これら異なるコーヒー固形分濃度のコーヒー抽出液に対し
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、表４－１及び４－２の処方となるように、実験４と同様にしてコーヒー香料及び種々の
濃度の酢酸を配合して、異なるコーヒー固形分濃度及び異なる酢酸濃度を有する低カフェ
インコーヒー濃縮液を得、牛乳で４倍に希釈して、実験１と同様に官能評価を行った。
【００７１】
　結果を表４－１及び４－２に示す。コーヒー抽出物由来のカフェインを含有する飲料で
あっても、希釈後の飲料に対して１～１０ｍｇ／１００ｇとなるような低濃度のカフェイ
ンを含むコーヒー濃縮液では、希釈後飲料における酢酸の含有量が１ｍｇ／１００ｇ以上
となる濃度の酢酸（Ｂ）を含み、かつカフェイン（Ａ）と酢酸（Ｂ）の濃度比[（Ｂ）／
（Ａ）]が０．７～２５の範囲、特に３～１５の範囲となるようにすることにより、コー
ヒーの濃さや苦味がしっかりと感じられ、エスプレッソのような芳醇なコーヒーを想起で
きるカフェ・ラテとなった。
【００７２】
　図１に、実験４及び実験５の結果をまとめた図を示す。図中、●印は専門パネルが特に
コーヒーのコクや苦味が感じられると評価した飲料であり、飲みほした後のアフターテイ
ストにまでコーヒーの余韻を残し、長い時間口の中に、心地良いコーヒーのコクと苦味を
残してくれるカフェ・ラテ風飲料であると評価した。
【００７３】
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【表４－１】

【００７４】
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【表４－２】

【要約】
【課題】カフェイン含有量が低減されていながら、コーヒー本来の香味、特に深いコクと
後口の苦味が損なわれていない、本格的なカフェ・ラテの香味を味わうことができる飲料
を調製するための低カフェインコーヒー濃縮液を提供する。
【解決手段】カフェイン含有量を低減したコーヒー濃縮液において、カフェインファン有
料と酢酸含有量とを特定の範囲に調整することにより、コーヒーの呈味が増強され、コー
ヒー本来の香味が損なわれることなく、本格的なカフェ・ラテの香味が奏される。



(23) JP 6706372 B1 2020.6.3

【選択図】図１

【図１】



(24) JP 6706372 B1 2020.6.3

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  高橋　周
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内
(72)発明者  岩本　翔太郎
            神奈川県川崎市中原区今井上町１３－２　サントリー商品開発センター内

    審査官  林　康子

(56)参考文献  特開２０１８－１５３１００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０９６０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１４－１４７３３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１０５００３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－０５０９５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２５４３０７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１１／１０８６３１（ＷＯ，Ａ１）　　
              J of Food Composition and Analysis, (2007), Vol.20, p.440-448

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ２３Ｆ　　　５／２４　　　　
              ＪＳＴＰｌｕｓ／ＪＭＥＤＰｌｕｓ／ＪＳＴ７５８０（ＪＤｒｅａｍＩＩＩ）
              ＣＡｐｌｕｓ／ＷＰＩＤＳ／ＦＳＴＡ（ＳＴＮ）


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	abstract
	drawings
	overflow

